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平成２３年度第２回地域包括支援センターの運営に関する専門委員会 

 

日 時  平成２４年３月２２日（木） 

場 所  小金井市市民会館（萌え木ホール）Ａ会議室 

出席者 ＜委 員＞ 

      篠 田 昭 彦  高 田 富美子 

      川 畑 美和子  浜 本 隆 三 

      上 原 啓 志  恩 田 美代子 

      梶 原 仁 臣  増 田 和 貴 

    ＜保険者＞ 

      福 祉 保 健 部 長        佐久間 育 子 

      介 護 福 祉 課 長        高 橋 美 月 

      介 護 福 祉 課 長 補 佐        上 石 記 彦 

      包 括 支 援 係 長        本 木 典 子 

      介 護 保 険 係 主 事        森 谷 知 之 

桜町高齢者在宅サービスセンターセンター事務長  樋 口 昭 彦 

      小金井きた地域包括支援センター管理者  松 嶋 聡 子 

      事 務 長 兼 小 金 井 地 域 事 務 長   相 原 淑 郎 

      小 金 井 み な み 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 管 理 者  黒 木 美恵子 

      小金井みなみ地域包括支援センター社会福祉士   馬 場 佳奈子 

      つ き み の 園 施 設 長  鈴 木 由 香 

      小 金 井 ひ が し 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 管 理 者  山 岸 和 江 

      小金井ひがし地域包括支援センター主任ケアマネ  高 橋  徹 

      小金井市社会福祉協議会事務局地域支援係長  室 岡 利 明 

      小金 井 に し地 域 包括 支 援 セン タ ー 管理 者  久 野 紀 子 

欠席者 ＜委 員＞ 

      市 川 一 宏      富 阪 諠 之 

 

傍聴者   ０名 

議 題  １ 介護予防支援事業所の指定更新について 

     ２ 小金井市地域包括支援センター基本指針・運営方針について 

     ３ 平成２３年度（４月～１月分）地域包括支援センター事業報告について 

     ４ 平成２４年度地域包括支援センター予算及び事業計画について
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開  会 午前１０時００分 

（介護福祉課長補佐）それでは、定刻となりましたので、ただいまより平成

２３年度第２回小金井市介護保険運営協議会地域包括支援センター運営に関

する専門委員会を開催いたします。 

 なお、本日、市川委員より、年度末の繁忙期によりまして出席できないか

もしれないというご連絡をいただいております。事務局より先にご連絡いた

します。 

 それでは、篠田委員長、よろしくお願いします。 

（篠田委員長）おはようございます。どうもお忙しい時間をいただきまして、

ありがとうございます。きょうは膨大な資料があると思うのですが、時間の

関係で、できれば１１時半ぐらいまでには議事を終わらせていきたいと思う

のです。その中でも積極的な意見、建設的な意見を述べ合って、型どおりの

会議よりも、いろいろな皆さんの体験その他、今後の方針を十分審議を尽く

していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 会議に先立ちまして、福祉部長より一言ごあいさつをいただきます。 

（福祉保健部長）改めまして、皆様、おはようございます。福祉保健部長の

佐久間でございます。 

 委員の皆様におかれましては、日ごろから福祉行政にご協力を賜り、この

場をおかりしまして御礼申し上げます。ありがとうございます。 

 また、地域包括支援センターの事業所の方々には、ご利用者の方々へのき

め細やかなサービスを提供していただいていることに感謝をしております。

この場をおかりいたしまして感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 本日は、介護予防支援事業所の指定更新を行うに当たりまして、委員の皆

様から市及び事業者が気づきにくい改善点等、また地域包括支援センター基

本指針及び運営方針についてのご意見を賜りまして、ご利用者の方々に対し

てよりよいサービスを提供できる体制整備を図ってまいりたいと考えてござ

います。そのほかに、事業報告及び予算、事業計画についてと、先ほど委員

長からもお話がございましたが、議題が多くございますが、何とぞご協力を

賜りますよう、よろしくお願いいたします。本日はよろしくお願いいたしま

す。 

（篠田委員長）ありがとうございました。 

 次に、事務局より連絡事項がありますので、説明をお願いいたします。 

（介護福祉課長補佐）配付資料の確認をさせていただきます。資料１から４
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は事前に郵送させていただきました。本日お持ちでなければ予備がございま

すが、大丈夫でしょうか。 

 それでは、毎回になりますが、記録のために発言の前にはお名前を言って

いただくようお願いしたいと思います。 

 それではお願いします。 

（篠田委員長）それでは、本日の議題に入ります。 

 議題１介護予防支援事業所の指定更新についてです。 

 事務局より説明がございます。 

（介護福祉課長）介護福祉課長です。よろしくお願いいたします。 

 この議題１介護予防支援事業所の指定更新についてですが、開催通知の裏

面でも説明をさせていただいたとおり、本委員会にお諮りさせていただくも

のです。 

 大変申しわけないのですが、地域包括支援センターの方々と、あとは各法

人の関係者といたしまして篠田委員長と浜本委員には、一時、この議題の間

中ご退席をいただきまして、隣の会議室でお控えいただくようお願いいたし

ます。本件の議案についての話が済みましたら、こちらからお呼びいたしま

すので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 なお、委員長にかわりまして、事務局よりあらかじめ増田委員に委員長代

理をお願いしております。増田委員、お願いいたします。 

 それでは、関係者の方は大変申しわけございませんがご退席をお願いいた

します。隣にお席を用意してありますので、よろしくお願いいたします。 

（関係者退席） 

（増田委員長代理）では、委員長代理を務めさせていただきます増田と申し

ます。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、改めまして、議題１介護予防支援事業所の指定更新について、

事務局から説明をお願いいたします。 

（介護保険係主事）事務局の森谷でございます。 

 まず、開催通知裏面にも記載させていただきましたが、本委員会で議題１

の介護予防支援事業所の指定更新についてご審議をいただく趣旨につきまし

て、繰り返しになりますが改めてご説明申し上げます。 

 小金井市では、平成１８年に地域包括支援センター制度が創設されました

際、地域包括支援センターが行うべき事業の１つである要支援者に対するケ

アマネジメントを行うに当たり、小金井きた地域包括支援センター、小金井
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みなみ地域包括支援センター、小金井ひがし地域包括支援センターの３事業

者を、介護保険法における介護予防支援事業者として指定し、遅れること１

年、平成１９年には小金井にし地域包括支援センターを指定しまして、現在、

４包括支援センター体制で、要支援者の被保険者に対してサービス提供を行

っております。 

 介護保険法では、介護保険事業者の指定について、６年ごとにその指定の

更新をすべきことを規定しておりまして、平成１８年に指定されました３事

業者につきましては平成２４年度以降の指定を更新する必要がございます。 

 これを踏まえまして、市では平成２３年１２月に指定更新手続のお知らせ

を各事業者に送付いたしまして、順次申請書類を受理いたしました。受理し

た書類につきましては、利用者の方にとって事業者に改善していただいたほ

うがよりよいサービス提供につながる点を指摘・指導し、適宜差しかえをお

願いするとともに、事業者に対しては実地指導を行っております。 

 介護保険法第１１５条の２２第３項では、市町村が介護予防支援事業者の

指定を行う際には、介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させる

ために必要な措置を講じなければならないとされておりまして、本委員会に

おいて委員の皆様方に忌憚のないご意見を伺うことで、当事者や市当局だけ

では気づきにくい改善点等についてご審議をいただきたく、議題とさせてい

ただきました。 

 次に、市当局におきまして受理した書類とその審査内容の詳細についてご

報告申し上げます。 

 今回ご審議をいただきます包括支援センターにつきましては、平成１８年

４月１日に３包括とも同時に介護予防支援事業者としての指定をさせていた

だいており、その期限は平成２４年３月３１年をもって６年となりまして、

指定更新の手続が必要となります。 

 これを受けまして、市では平成２３年１２月２８日までの期限を設け、各

対象事業者に更新手続の時期の到来を通知し、あわせて全対象事業者から期

限内に書類のご提出をいただいております。 

 ご提出いただいた書類の主なものといたしましては、指定更新の申請書類、

職員の資格証明書、管理者の経歴書、事務所の見取り図、運営規程のほか、

運営法人の登記事項証明書等、法人の存在証明に関する書類、介護保険法上

の欠格情報に該当しない旨の誓約書、苦情処理体制に関して法令で規定され

た窓口や担当者を設置していることを示す書類、決算書類等が適切に作成さ
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れていることを示す書類、事故発生時に損害賠償を行えることを示す保険証

書などの書類等についてもあわせてご提出をいただきました。 

 事務局の審査に際しましては、利用者にとってわかりやすいか否か、記載

事項に誤りがないか否か、ケアプランの作成に必要な資格を職員が有してい

るか否かといったようなポイントを中心に確認を行い、こうした点について

はおおむね問題がないということを確認しております。 

 このうち、特に重要と思われる書類につきましては、概要版ということで

事前に皆様のお手元にお配りしております資料１のとおりでございます。 

 また、お手元の資料についてですが、今回、各職員の方の資格者証につい

ては配付を省略させていただきまして、当局による確認を行った証明書のみ

とさせていただいております。これは資格者証が一部の書式において資格者

の自宅の住所や本籍地、顔写真などかなり多くの個人情報を含んでおりまし

て、またそれが証書内容の大半を占めるものが少なくないため、１枚ずつ個

人別の資格者証を資料としてお配りすることが、全面黒塗りになってしまい

ますので、かえってご審議をいただく際の情報としては不適切だと判断した

ためです。 

 続きまして、各包括支援センターの個々のご説明に移らせていただきます。

お手元の資料１をごらんください。 

 まず、資料１の１ページから１２ページまでに資料をご用意いたしました

が、小金井きた地域包括支援センターになります。統括地域は梶野町、関野

町、緑町、本町二丁目及び三丁目、桜町一丁目、三丁目となります。 

 職員数は４名。本来、５名で従事をされていらっしゃいましたが、１名現

在欠員でございまして、残り１名の方については現在採用活動中ということ

で報告をいただいております。 

 こちらの事業所は桜町病院に隣接しておりまして、同病院の運営法人であ

る社会福祉法人聖ヨハネ会が運営をしております。 

 平成２４年２月２３日に、更新手続にタイミングを合わせて実地指導を実

施いたしました。主に介護予防支援事業者運営基準を順守して運営されてい

るかどうかを確認いたしまして、同時に事務所、現地の立ち入り調査を実施

しております。掲示物の掲出不備等、若干の軽微な指摘事項はあったものの、

特に目立った指摘事項はなく、指摘した事項については既にすべて改善した

ということで報告をいただいております。 

 続きまして、資料１の１３ページから２１ページまで記載がされておりま



 

 - 6 - 

すのは、小金井みなみ地域包括支援センターになります。統括地域は前原町、

本町六丁目、貫井南町になります。 

 職員数は５名です。 

 こちらは、老人保健施設である小金井あんず苑内にございまして、運営法

人はあんず苑さんと同じ財団法人天誠会さんになります。 

 平成２４年２月２８日、きた包括と同様に実地指導を実施いたしまして、

個人情報の提供に関する利用者の同意書の文言に軽微な修正を要する点があ

りましたものの、特に目立った指摘事項はその他にはなく、指摘した事項に

ついても既に改善報告をいただいております。 

 最後に、資料の２２ページから３０ページに記載されておりますのが、小

金井ひがし地域包括支援センターになります。統括地域は東町、中町、それ

から本町一丁目になります。 

 職員数は５名。こちらは特別養護老人ホームつきみの園の中に所在してお

りまして、運用法人は同ホームと同じ社会福祉法人東京聖労院になります。 

 平成２４年２月２０日、ほかの対象事業所と同様に実地調査を実施いたし

ました。掲示物等の掲出不備、若干の軽微な指摘事項はございましたが、特

に目立った指摘事項はございませんでした。 

 事務局からのご説明は以上です。以上ご審議願います。 

（増田委員長代理）ありがとうございます。 

 ただいま、事務局から説明がありましたが、委員の方々からご質問、ご意

見等ございましたらよろしくお願いします。 

（川畑委員）川畑です。立ち入り検査を行ったということですが、そのとき

に不備が見つかったというのはどういう。不備ということがちょっとよくわ

からないのですが、それについて少し説明していただけますか。 

（介護保険係主事）事務局の森谷でございます。３包括について、掲出不備

というのが２包括で共通しておりますが、これは、運営規程や重要事項説明

書については、本来、利用者に個別にお配りするだけではなくて、事業所の

中に、掲示板に掲示をするようにという基準がございます。ところが、一部

の包括支援センターにおいては、その中の内容の一部が漏れているというよ

うなことがありましたので、そこを指摘させていただきまして、改めて掲示

をいただいたと。 

 それから、個人情報の提供の同意の書式について一部不備があったと申し

上げましたが、こちらは、個人情報を提供していただく際の同意書にご本人
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様の署名欄があるのですが、ご家族様についてはその署名欄が特段設けられ

ていなかったというところがございまして、ケアプランを作成するに当たっ

ては、ご本人様だけでなくて、そのご家族のお勤めの状況や、どちらにお住

まいであるかといった情報を得ることも少なくないと思いますので、そちら

についてはご家族のご同意もいただくように指導をさせていただいたところ

でございます。 

 以上です。 

（川畑委員）ありがとうございました。 

（増田委員長代理）ほかに何かご質問等ございますでしょうか。 

 今あった個人情報同意書の不備に関してですが、それはある包括において、

すべての個人情報の同意書が不備であったということなのでしょうか。 

（介護保険係主事）森谷でございます。あくまでもこちらはご家族の個人情

報を取り扱う場合のみということになりますので、例えば独居の方や身寄り

のない方、もしくはご家族の情報を、ケアプランを立てる際に必要のないよ

うな方については、全面的に必要というわけではないのですが、そういった

ご家族の情報を得た上でプランを立てる必要のある方については、ご家族に

も同意をとっていただきたいということでお話をさせていただきました。 

（増田委員長代理）ありがとうございます。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 では私のほうから。今回の件とはまた別なのですが、小金井市は４包括支

援センターがあるかと思うのですが、今回対象でないにし包括支援センター

の更新の時期というのはいつになるのでしょうか。 

（介護保険係主事）にし包括支援センターにつきましては、指定の時期がほ

かの３包括と１年ずれておりますので、来年度、指定更新の手続を同様に予

定しております。 

（増田委員長代理）わかりました。ありがとうございます。 

 ほかにご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 ないようでしたら、順次、介護予防支援事業所の指定更新についてお諮り

させていただきたいと思います。 

 まず最初に、小金井きた地域包括支援センターの承認に賛成の方、挙手を

お願いします。 

（挙 手） 

（増田委員長代理）委員全員賛成ということで、承認されました。 
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 続きまして小金井みなみ地域包括支援センターの承認に賛成の方、挙手を

お願いします。 

（挙 手） 

（増田委員長代理）全員賛成ということで、承認されました。 

 最後になりますが、小金井ひがし地域包括支援センターの承認に賛成の方、

挙手をお願いします。 

（挙 手） 

（増田委員長代理）全員賛成ということで、承認されました。ありがとうご

ざいました。 

（介護福祉課長）それでは、次の議題に移る前に、関係者の方にお戻りいた

だきます。どうもありがとうございました。 

（関係者入室） 

（介護福祉課長）それでは、増田委員、委員長代理をありがとうございまし

た。ただいま、きた、みなみ、ひがしの各地域包括支援センターの介護予防

支援事業所の指定更新が、全員の委員の方の承認を受けまして承認されたと

いうことをご報告させていただきます。 

 それでは篠田委員長、議題２からお願いいたします。 

（篠田委員長）それでは、包括支援センター基本指針・運営方針について、

事務局の説明をお願いいたします。 

（包括支援係長）包括支援係の本木でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、資料２をごらんください。地域包括支援センター基本指針・運

営指針の案につきまして、説明をさせていただきます。 

 まず、指針の趣旨でございますが、資料２の７ページから９ページにござ

いますように、介護保険事業に関する保険給付の円滑な実施を確保するため

の基本的な指針の一部改正というものがございまして、それに伴い、８ペー

ジ（５）の、包括的支援事業の委託に当たっては、その実施方針を市町村が

明示することとするという内容がございます。これを受けまして、小金井市

におきましても指針を作成することになりました。 

 地域包括支援センターには、平成１８年の立ち上げの際に国が定めました、

総合相談支援、介護予防ケアマネジメント、これは二次予防事業にかかわる

ものです。それから包括的・継続的ケアマネジメント、これはケアマネージ

ャーへの支援・指導になります。それから虐待の防止、早期発見、権利擁護
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という、大きな４大業務がございます。２４年度からの第５期介護保険事業

計画の策定に当たりまして、介護保険法第１１６条の規定により、基本指針

の改正ということもございますが、地域包括支援センターも立ち上げから６

年が経過したところで、これまでの間に積み上げてきました活動や実績、地

域性も踏まえた内容として指針を作成しております。 

 作成の手順としましては、市で作成しました原案をもとに、委託先である

各地域包括支援センターの管理職と検討・協議を重ねまして、今回の運営協

議会に提出をしております。そして、この協議会の中でご意見を賜り、反映

させた内容で市長決裁の後、平成２４年４月１日からの施行を予定しており

ます。 

 留意しました点としては、２ページ目、（４）個人情報の取り扱い、同じく

（６）苦情の対応。３ページの（３）ネットワーク構築業務の中のイ、高齢

者自立支援ネットワーク事業、ウ、高齢者虐待ネットワークの構築。それか

ら６ページ、認知症に関する取り組み。また５ページでございますが、市独

自の介護予防でございますさくら体操なども盛り込んでおります。 

 二次予防事業対象者の把握につきましては、生活機能評価健診のみならず、

基本チェックリストも活用しました幅広い把握の方法を、国の指針に基づい

て、２４年度につきましては導入していきたいと思っております。 

 私からは以上でございます。 

（篠田委員長）ただいまの説明に対して、ご質問はございますでしょうか。 

（浜本委員）この運営指針をつくることにおいて、特に事業所が気をつけて

やらなければいけないとか、そういうことはあるんですか。 

（包括支援係長）包括支援係の本木でございます。 

 これまでは、先ほどの説明で申し上げましたように、国が定めた包括支援

センターの業務というか、４つございますということでお話をさせていただ

きましたが、それ以外にも積み上げてきた実績、さくら体操のことや認知症

対応のこと、それから虐待に関する取り組みといった部分を、細かいところ

をより具体的にお示しするということで、ある意味地域包括支援センターの

活動につきましても、より認識をしていただいて、指針に基づいてさらなる

活動の充実を図っていただきたいということがまず趣旨でございます。 

 この指針につきましては、委託先である地域包括支援センターに対して作

成をするようにというのが国の指針でございますので、そのあたりでの解釈

をお願いしたいと思っております。 
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（浜本委員）ついでに、４ページの老人福祉施設等への措置だとか成年後見

制度といった関係なのですが、措置入所というのは制度的にあるのですが、

今までこういう措置入所みたいなことをやった事例とか実績はあるのでしょ

うか。 

（包括支援係長）包括支援係の本木でございます。あまり詳細なことは個人

情報の関係もございますので、答えられる範囲でお答えいたします。 

 過去に１例ございます。それはやはり虐待によるもので、最終的にそのよ

うな形での対応をせざるを得なかったという経過がございます。 

（浜本委員）それから成年後見制度ですが、身寄りのない老人の方に対して

は申立人がいない場合は市長が申し立てできますよね。そういった事例は結

構あるんですか。 

（包括支援係長）包括支援係の本木でございます。 

 何件という数字は今日持ち合わせておりませんが、現在、生活保護の方や

医療機関、実際に社協のほうで行っております権利擁護などから、ご本人様

の認知症もしくは身体能力の低下などにより、金銭の管理がなかなか難しく

なってきたというようなさまざまなルートから、こちらにご相談があり、身

辺調査もしくは戸籍による親族に照合をかけた上で、この方は市長申し立て

でなければ仕方ないという判断に至った場合につきましては申し立てをして

おります。 

 その件数につきましては増えているという現状がございますし、また今後

も増えていくであろうというところで、こちらのほうもとらえております。 

 以上でございます。 

（篠田委員長）よろしいですか。ほかにございませんか。 

（増田委員）２点教えていただければと思うのですが、１点が、今回、基本

指針といった形で網羅的に市のほうがお示しになったかと思うのですが、こ

れを受けて、今後、各地域包括支援センター等でどのように反映していくの

か。例えばマニュアル等の作成等をしていく予定があるのかどうかといった

点が１点。 

 あと、先ほどの指定事業者の指定更新に絡んで、個人情報の取り扱いに不

備があったということですが、今回の指針の中で個人情報の取り扱いには注

意をするように明記したという話があったと思うのですが、この指針が実際

に実行されているかどうか、守られているかどうかのチェックはどのような

形で考えていらっしゃるのか、教えていただければと思います。 
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（篠田委員長）事務局、お願いいたします。 

（介護福祉課長）介護福祉課長です。私のほうからまず１点目の、マニュア

ル作成等についてです。 

 まずは、この基本指針自体、国の指針に従って、当市の場合は全包括支援

センター委託という体系で実施をしているところから、これまでの６年間に

包括支援センターに実際に行っていただいた業務、また今後のことを見据え

た観点で、一定、市の方針として地域包括支援センターの運営の方向性を示

したものが今回の指針だと考えております。 

 ただ、こちらについて、具体的なマニュアル等の作成については、今後そ

れを４つの地域包括支援センターがありますので、国の定めている仕事につ

いてと、また市のほうでお願いしている個別の事案について、必要に応じて

マニュアル等の整備等、必要かどうかも含めまして、各地域包括支援センタ

ーと話し合いをしていきたいと考えているところです。現状はまだ検討中と

いうことで、今はお答えさせていただければと思います。 

（包括支援係長）追加で、包括支援係の本木でございます。 

 今回お示しいたしました資料につきましては、基本指針・運営指針という

内容ですが、説明の中で申し上げました二次予防事業対象者の把握という部

分につきましては、国のほうで通知文がございまして、具体的なチェックシ

ートなどがございます。それにつきましては、別途マニュアルという形で包

括のほうには渡しておりますので、そちらのほうを初めて運用する形になり

ます。 

 実際、どのような形で対象者の方が反応されるかというようなところもま

だ課題としてございますので、そちらのほうも打ち合わせをしながら、場合

によっては修正をしながら検討していきたいと思いますし、この基本指針・

運営指針につきましても、これをつくったからもう未来永劫おしまいという

ことではなく、また改正があったり、状況が変わった段階で随時見直しをし

ていく予定でございます。 

 以上でございます。 

（篠田委員長）よろしゅうございますか。 

（恩田委員）先ほど、増田委員から個人情報の話があって、課長からたしか

現在検討中というお話があったのですが、ぜひ検討でお願いしたいのですが、

介護保険が何年もたって、ご利用者の方にこういう情報を聞きなさいという、

かなりマニュアル化されたものがあるのですが、その「聞きなさい」と言わ
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れている項目が非常に多いんです。確かに、ご利用者の方の計画をつくるに

当たっては、たくさん聞かなければいけないことはあるのですが、下手をす

るとそれが利用者への管理になってしまいかねないと思うんです。それを、

ご利用者の方にも人権はあるので、そこをきちんと踏まえた上で、個人情報

の扱いや聞く内容、項目についても検討していただければと思います。 

 何が何でも情報を知り尽くして、ご利用者１人に対して管理していくとい

うことにはならないでほしいと思います。そこも検討課題として入れていた

だければと思います。 

（介護福祉課長）介護福祉課長です。先ほどの増田委員からのご意見と恩田

委員からのお話ですが、個人情報に関しては、実は市のほうもさまざまな観

点で、とても取り扱いについては、大切な項目なのですが、市民の方の安全・

安心を守るためにどういった取り扱いをしたほうがいいのかというのは、今、

実は地域包括支援センターとの対話でもいろいろと課題を抱えているところ

だと認識しているところです。 

 例えば、市が持っているさまざまな情報を、今お話があったとおりに、安

全・安心のためとはいえ、どこまで地域包括支援センターに預けられるのか。

また、もし預けなければいけないと判断し預けたものに対しての、個人情報

の漏洩等の防止、安全性を守るということについては、一つ一つ、例えば個

人情報の収集の仕方、災害時要援護者のときにはご本人等の同意を得て個人

情報を集めさせていただき、それについてどこで共有をしていくか、また共

有に当たっては漏洩をしないような形でのどういった施策がとれるかという

ものは、一つ一つ、集める情報の目的等に応じながら設定をしていかざるを

得ないかなと今は思っているところです。 

 一方で、やはり高齢者の方々もいろいろな状況に置かれている方がいらっ

しゃいます。その方の安心・安全を守るために、一番身近な地域包括支援セ

ンターでは、ある一定の情報収集というのが必要な場合がございます。ただ

一方で、先ほど恩田委員がおっしゃったように、それがご本人にとってはと

ても納得がいかない、もしくは管理をされているというような印象を与えて

しまうとすれば、そこのところはとても配慮しなくてはいけない部分ですの

で、どういった形で収集をする、またどこまで情報を収集するかというのは、

一つ一つ検討を重ねていきたいと考えているところです。 

 以上です。 

（篠田委員長）よろしゅうございますか。ほかにご意見はございませんか。 



 

 - 13 - 

（増田委員）最後にもう１点。先ほど質問させていただいたものに関連する

のですが、そうすると、この市で出した指針が各地域包括支援センターでち

ゃんと遵守されているかどうかの確認等は、例えばこちらの運営協議会等で

チェックするというふうに考えてよろしいのでしょうか。それとも、市独自

が年に１回とか、定期的に施設調査等で確認していくことなのでしょうか。 

（介護保険係主事）事務局の森谷でございます。 

 先ほど、予防支援事業とのかかわりでご説明申し上げましたが、介護保険

法上には、保険者が市内の管轄地域の事業者に対して、随時、実地調査とい

う形で立ち入り検査をするということが明記されておりますので、例えば利

用者の方からの苦情や、職員の方からの内部告発といったものがあった場合

には、随時、緊急で立ち入り調査等をさせていただく場合がございますし、

また、こういった更新の機会等をとらえて、定期的にも実地調査ということ

で実施をさせていただきまして、サービスの向上に努めながらチェック体制

を確保していくということで対応させていただきたいと思っております。 

（介護福祉課長）介護福祉課長です。今あったとおりに、実質、実地調査権

等を市は一定持っておりますし、また委託という形をとらせていただいてい

る内容上、やはりこちらのほうで気になる点、不備等の可能性を確認した場

合には、委託をしている側としての立ち入りということもあるかと考えてお

ります。 

 ただ、そういうときだけではなくて、先ほどお話ししたとおり、利用者に

よりよいサービスを与えるという観点から、この運営協議会の中で、包括支

援センターの運営に関する委員会としてこちらの委員会もございます。こち

らのほうもチェック機能を果たしていただくものとして、位置づけていると

ころですので、委員の皆様から、ぜひいろいろな意見をいただきたいと考え

ているところです。 

 以上です。 

（篠田委員長）ほかにございますか。 

 それでは、ご意見をいただきましたので、私に一任していただきまして、

精査した上で事務局と調整して決定していきたいと思います。 

 では、時間の関係で次の議題に進みます。 

 議題３、４は一括して進めさせていただきます。事務局の説明をお願いい

たします。 

（介護福祉課長）ご説明の前に、一つおわびというか、大変申しわけない点
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をお伝えしたいと思います。 

 今回、開催通知の裏面の２つ目の項目としてご案内をさせていただいたと

ころですが、前回の本委員会におきまして、各地域包括支援センターの集計

数について、大きな差が出ている部分があるということで、各包括支援セン

ターのさまざまな値について比較分析のできるものかどうかというご意見を

いただいたところでございます。 

 そちらにつきまして、市でも再度、４カ所の地域包括支援センターと内容

の確認をさせていただきましたところ、もともと市のほうでは、この集計の

基準を、一定、各センターにお示しさせていただき、それに従って集計をし

ていただいていると判断していたところなのですが、ご指摘を受けまして再

度確認したところ、詳細の部分で多少集計に対する考え方がセンターごとに

違っている部分がございました。 

 これにつきましては、市の集計に対する基準の徹底について、また周知に

ついてのご説明が甘かったと考えております。それについては本当に申しわ

けないのですが、地域包括支援センターのほうにも、集計していただいた部

分で、比較というところでは難しいような集計をお願いしていたということ

に結果的になってしまって、大変申しわけなかったと考えているところです。 

 ただ、これを２３年４月に立ち戻りまして、また同じ集計の方法でやり直

すということは実質的に難しいというご意見もいただいているところです。 

 そこで、大変申しわけないのですが、本委員会に提示をさせていただいた

資料３の数値につきましては、今までどおりの集計を重ねてきた数値のもの

になっております。 

 地域包括支援センターに対して細部の基準をもう一度確認させていただき

ました平成２４年４月からは、統一した基準で集計を始めさせていただきた

いと考えているところですので、今回につきましては、比較については一部

そぐわないところがあるという値になっておりますが、こちらの数値でご了

承いただきたいと思っております。大変申しわけございません。 

（包括支援係長）それでは、これから資料３と４を一括した形で、各地域包

括支援センターからの説明をお願いいたします。 

 では、きた包括からお願いいたします。 

（篠田委員長）それでは、きたからお願いしたいのですが、時間の関係で、

よろしくご協力をお願いいたします。 

（松嶋管理者）小金井きた包括支援センター管理者をしております松嶋です。
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よろしくお願いいたします。今、委員長からお話がありましたとおり、議題

３の事業報告について、続けて４の事業計画、それから予算についてご報告

させていただきます。 

 まずは私のほうから、事業報告について簡単に報告させていただいて、そ

の後、来年度の予算について事務長の樋口から、それからまた私に戻りまし

て事業計画について、合計で１０分未満ぐらいでご報告できればと思います。 

 まず、３番の２３年度事業報告ですが、４月から１月分ということで、１

０カ月分の報告をさせていただきます。正式な年間の報告は、また年度が終

わりましたときに、次回の運営協議会の場でご報告させていただきますので、

中間報告的なものになるかと思います。振り返りということでいろいろ考え

させていただきました。 

 資料については、９ページが数値の報告などになっております。 

 年間を通じて言えることですが、やはり多忙な、期間中、そういった感じ

はありました。事業の基本の４事業、それから市から依頼をされております

日常サポーター養成講座やさくら体操、どの業務にどのぐらいの割合を使っ

ているのかということを部署内で一度振り返りをしてみました。仮に業務量

が１０あった場合に、割合で考えてみたのですが、要支援という認定がつい

ている方に関する予防プランの作成、それに必要な連絡調整などが４割。そ

れから、次に３割がいわゆる支援困難事例への対応。言葉が適切でなければ、

集中的な対応が必要なケースと言いかえてもいいかと思いますが、そちらに

３割。それから次の２割が、国が定めた基本４業務、それからさくら体操、

サポーター養成講座などがあって、それぞれの６つの業務に関して、主な担

当、主担当というのを置いているのですが、例えばきた包括支援センターで

いいますと、保健師枠は実際看護師が兼務しておりますが、サポーター養成

講座はその者が主担当になっていますので、そういった業務。社会福祉士は、

さくら体操や二次予防事業対象者の把握、プラン作成などの主担当となって

おりますのでそちらの業務。私自身は主任介護支援専門員としての配置です

ので、ケアマネージャーの方へのレベルアップ研修の企画やケアマネージャ

ーの通信などをつくっておりますが、そういうふだんのというか、基本の業

務に使う時間が２割。それから最後の１割が通常の相談。これは、通常の相

談という言い方もおかしいのですが、お電話や退所の相談などで、もうすぐ

退院するのだけれどどうしたらいいのだろうというようなことや、父親に認

知症の症状が見られるけれどどう対応していったらいいのでしょうというよ
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うなご相談です。これは介護保険の申請や対応などで展開していることが多

いかと思います。 

 記録をつけたり、実際に時間をはかったわけではないのですが、職員の感

触としては、４割、３割、２割、１割というふうになっているかなと思いま

す。 

 そこで、今年度分の課題としては２つあるかと思っております。１つは、

今申し上げましたように、要支援の方のプラン作成や連絡調整にかける時間

が、ちょっとバランス的に多いのではないかということ。これをどうしてい

ったらいいかということが１点。それから、今は時間の関係で詳しくは申し

上げませんでしたが、集中的な対応が必要なケースというときに、これも６

つぐらいポイントはあるのかなと中で話してはいるのですが、認知症の症状

があること、それからご家族がいらっしゃらない、またはいらっしゃるけれ

どもさまざまな事情で利用者の方への対応が難しい。私どもと一緒にどうし

ていったらいいかを考えることが難しいといったような場合。それから３番

目に、経済的に苦しい状況があって、介護保険サービスや社会資源に使うお

金が少ない、またはあまりないような状況、この３つが重なってくると、在

宅での暮らしが相当厳しくなりますので、私どもはそういったときに、対応

するときに、最初からその３つについて、今ご相談に来ているこの事例では

どうなのだろうということをポイントとして絞って考えて、カンファレンス

などではその点について集中的にやっていこうというふうに、システムづく

りというと大げさになりますが、私どももばたばたするのではなく、そうい

うポイントを絞った対応をしていくことかなと思っております。 

 事業の報告については以上です。 

 続きまして、樋口のほうから来年度の予算についてお話しいたします。 

（樋口事務長）きた包括桜町高齢者センターの樋口でございます。よろしく

お願いいたします。 

 それでは、私のほうから、来年度、２４年度の包括支援センターの予算に

つきましてご説明させていただきます。 

 まず、資料４の１ページ目をごらんいただきたいと思います。きた包括に

つきましては、トータルで収支３,７３０万５,０００円といった規模でバラ

ンスをしております。詳細につきましては簡単にご説明させていただきます。 

 まず収入項目でございますが、上からの３つ、１、２、３につきましては、

小金井市さんからの委託収入ということでございます。 
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 ４番目、介護予防報酬収入、直営分でございます。こちらにつきましては、

現在、きた包括で担当しております件数２１０件、この２１０件のうち１６

０件は直営としてプラン作成をしていけるのではないかと見積もっておりま

す。そして、年間１,９２０件、約２,０００件の直営での運用ということで

算出をいたしまして、８４６万３,０００円といった金額になってきておりま

す。 

 委託分の収入でございますが、こちらにつきましては月約５０件、年間で

６００件になりますが、この６００件を委託に出させていただくということ

で、委託分の収入２６４万５,０００円といったもので計上させていただいて

おります。委託分につきましては、このうち９割部分は支出のほうで事業委

託費として２３８万円を計上させていただいているものでございます。 

 収入については簡単に以上でございます。 

 支出についてでございますが、新年度からも５名分の人件費を計上という

ことで、２,８５３万円の提示をさせていただいております。 

 また、事務費、事業費、維持管理費、その他支出項目につきましては、個

別の包括の経費と分類し切れないものにつきましては、桜町センターでの経

費の約１０％を計上し、集計しております。 

 ２ページ目をごらんください。２ページ目は費用内訳になっております。

こちらは、１の人件費につきましては、１ページ目の支出の１番としている

ところでございます。そのトータルが３,７３０万５,０００円という金額に

なっております。 

 また、右側の部分につきましては、各業務別の人員換算比率に基づきまし

て割り振らせていただいた個別の内訳でございます。 

 収支につきましては以上でございます。 

（松嶋管理者）長くなりまして申しわけありません。ここからは来年度の事

業計画についての説明です。 

 先ほど係長のほうから包括の運営指針について基本指針・運営方針につい

て説明がありましたが、４月１日から施行ということですので、私どもとし

ましても、先に案として検討などはさせていただいておりましたので、この

指針にも基づいて事業計画は作成しているところです。 

 これは資料４の３ページが、私どもきた包括支援センターの事業計画にな

っております。これはフォーマットが決まっておりますので、それにのっと

って作成し、このように記入しております。 
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 真ん中の上あたり、基本方針というところをごらんください。①、②とあ

ります。①としましては、高齢者や家族がいつでも気軽に相談できる地域の

総合相談窓口として機能する。ちょっと言葉としてこなれていない感じもあ

りますが、地域の総合相談窓口としてやっていけたらいいなということです。

２番目、住みなれた地域で今までの生活をこれからも続けていかれるよう、

必要な情報提供・アドバイス・サービス調整などの支援を提供するというこ

とを掲げております。これは２つとも当たり前のことでして、包括支援セン

ターも来年度から７年目に入りますが、この方針はずっと変わりないものか

なと思います。また職員も、年間を通して、この２つについては留意して、

事業に当たれるようにしている予定にしております。 

 個別の事業につきましては、１番、２番から９番まで書いているところで

す。その中で、各項目についてはごらんのとおりなのですが、この計画をつ

くりました日付が２月２０日となっております。その後に、近隣市で孤独死

や孤立死の問題があって、いろいろ報道がありましたし、先日、市のほうか

ら、都から来たメールが転送されてきましたが、その内容は地域包括支援セ

ンターもそういった孤立死・孤独死を防ぐために適切な対応をしてください

という内容でした。それが今、私どもの中では、どうやっていったらいいの

かなというところです。 

 先ほど、個人情報についての質問とその答えなどがありまして、私どもも

個人情報の取り扱いには非常に留意しているところなのですが、それとの絡

みもあるのですが、今年度中に一人暮らしの方のリストというものを、市の

個人情報審議会でしょうか、そちらに諮って、出してよろしいというお答え

をいただいて情報提供を受けています。もし使えるとすれば、そのリストを

どのように使えるのか、または使えないのか、その検討が必要だと思ってい

ます。きょうが運営協議会ですが、明日また包括支援センターの中で内部の

ミーティングをしまして、おおよその事業計画はこのように決まっておりま

すが、もう少し細かいことを詰めていく予定にしております。その中で、ど

うしていったらいいのかというのをまた職員で検討する予定にしております。 

 ただ、そうは申し上げたのですが、「ただし」というところが１つついてし

まうのですが、スタッフの配置、それから営業時間などにも限りがあります

ので、この事業計画をフルにやりつつ、一人暮らしの方の、例えば全戸訪問

するとかいうことをこのままただ加えてしまいますとちょっと厳しい状況も

ありますので、もう一度事業全体を見直して、必要性の低いもの、あるいは
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効率の悪いもの、変えたほうがいいものは縮小しつつ、今、そういうふうに

問題になってきたものに関しては取り入れていくというふうにやっていきた

いと思っています。 

 前回もお話ししまして、多少しつこい感じもありますが、職員が休職した

り離職することなく継続して働いていけることが、ひいては市民の方にとっ

ても利益になるのではないかと感じています。それは相談の実績やスキルを

上げていくということが、継続して初めてできるものだと思いますので、そ

ういう安定性、継続性ということも考えながら、１年間事業を行っていけれ

ばと考えております。 

 以上です。ありがとうございました。 

（篠田委員長）それでは、みなみセンターさん、よろしくお願いします。 

（黒木管理者）みなみ地域包括支援センターの黒木と申します。よろしくお

願いいたします。私どもも、きたさんと同じ並びでお話をさせていただきた

いと思っております。 

 まず実績につきましては、資料３の１７ページから２４ページになります。

私どもの今年度の特徴として、２つご報告をさせていただきたいと思ってお

ります。 

 まず１つ目は、包括の職員が病院に同行することが増えました。それはま

ず、独居で連絡先が不明、またはおられても同行できないというような事情

があって、利用者さんのほうで記憶力の低下が見られているとか、精神的に

不安定な状態があり、ドクターに病状報告したり結果を聞くことが難しいと

判断した場合、もしくは病院から同席を求められることもありました。また、

金銭的理由で、一時的にヘルパーの役割で同行したこともあります。緊急的

に病院同行したケースでは、近所の方からの通報で、雪道で転倒、頭を打ち

「気持ちが悪い」という訴えありで訪問させていただいて、救急車まででは

ないと判断しまして病院に同行しました。この方は独居の方でしたが、病院

受診中に近所の方が親族の方に連絡をつけてくださり、その後の生活を支え

る上で、ご家族とともに早期にケアマネージャーさん、ヘルパー事業所さん

等々、相談をしながら支えることができました。 

 ２つ目として、認知症の方がお住まいの団地の住民より、団地の方がその

方のせいで困っていると複数回、複数の方からご相談をいただきました。認

知症の問題が個人ではなく地域の問題になりつつあると改めて感じておりま

す。 
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 実績の印象のところをご報告させていただきましたので、続きまして予算

の報告をさせていただきたいと思います。 

（相原事務長）みなみ包括支援センター、相原でございます。 

 では、２４年度のみなみ包括支援センターの予算を発表いたします。資料

４の６ページから７ページです。 

 まず収入ですが、１番から３番目までは市からの委託収入となっておりま

す。４番、５番についてはプランの収入ということで、４番のほうは約１４

４０件ほどを直営で見込んでおります。５番のほうは５６０件ほどを委託と

いうことで収入を見込んでおります。その合計は３,５５６万円となっており

ます。 

 支出にいきますと、１番は人件費でございまして、包括支援センター５名

分の人件費でございます。４番につきましては、収入の５番のところの委託

分の支出ということで見込んでおります。合計で３,５６０万でございます。 

 ６ページにいきまして、支出の内容でございます。ごらんいただいている

資料のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

（黒木管理者）引き続き、来年度の事業計画についてお話をさせていただき

たいと思います。私のほうからは、細かい事業についての計画をお話しさせ

ていただきたいと思っております。 

 １番の総合相談につきましては、去年と引き続き１、２、３の内容をやっ

ていきたいと思っております。 

 ２番目の虐待防止・権利擁護につきましては、１番のところは従来どおり。

２番のところでは、私どものほうではみなみ包括ニュースというものを各町

会さんに回覧しておりますので、引き続きこれをやらせていただいて、包括

の周知と地域のネットワークを深めるということを目的にしたいと思ってお

ります。書き忘れてしまったのですが、５、６月にあいさつ回りを６５カ所

ぐらい予定しております。 

 ３番も引き続きですが、４番の虐待につきましては、虐待や困難事例に対

応できるように、職員のスキルアップを目指して、都や保健所の研修にそれ

ぞれのスタッフが参加できるように、長期の計画を立てております。３番目

もこのように計画を立てているのですが、特に今年におきましては、震災の

こととかもありますので、関係機関とケアマネさんの連携の橋渡しが増える

ように、体制も含めて努めていきたいと考えております。 
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 ４番、５番につきましてはこちらに書かせていただいているところで、６

番につきましても同じなのですが、私ども、体験会というものを二次予防対

象者の方、一次予防対象者の方にやらせていただいているところではあるの

ですが、ことしは施設だけではなく、地域に出向いて体験会が企画できない

かと思っております。 

 ７番につきましては、今年度、介護保険の改定があります。現状としまし

てもヘルパーさんの時間が短くなる等がありまして、調整のため、現在忙し

くしています。みなみは毎年、予防のケースが年間１０ケースぐらい増加し

ていて、忙しいときには新規のケースがひと月に１０件のときもあります。

結果的に、この業務に追われることも多くて、改定によりケアマネージャー

さんの委託、８件ルールが外れるので、委託件数が増えることを期待してい

ます。この分を他の業務に配分できれば、地域づくりに力を入れていきたい

と思っております。 

 ８番、９番につきましては、こちらに書かせていただいているとおりです。 

 以上、報告を終わります。 

（篠田委員長）それでは、ひがしセンター、よろしくお願いします。 

（山岸管理者）ひがし地域包括の山岸です。２３年度の４月から１月までの

事業報告をさせていただきます。資料３の２５ページから３２ページですの

でよろしくお願いいたします。 

 今回は、総合相談の報告をさせていただきたいと思います。４月から１月

まで、総数が４,１８７件でしたが、そのうち医療に関するものが６７７回と

なっております。その中には、近隣の病院の相談員さんからターミナルに関

する相談が増加しております。相談内容としては、ケアマネさんが調整でき

次第、介護保険の申請とか、ケアマネを探してくださいなどです。 

 ターミナルケアは医療職と緊密な連携は必須ですが、とにかく早いペース

で進行していきます。ターミナルと決定されたら、せめて要介護２以上がと

れる、そしてベッドがスムーズにレンタルできるように。本人、家族は思っ

ておりますので、ケアマネも不安なくサービスが提供できるように、そうい

うシステムができたらいいなと感じています。 

 今回、このようなケースがありましたので、現状をお伝えさせていただき

ました。 

 それから、ひがし包括ですが、今年度の事業目標に、「地域を知って、ネッ

トワークの構築をさらに深める」と掲げまして、１２月に担当地域にある５
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つの都営、全戸訪問を計画しました。２カ所は全戸訪問ができ、あと１カ所

は包括のポスターの回覧を掲示板に張っていただいて、自治会長さんとお話

しする機会がありましたら、お年寄りは増えていると。でも、どうするとい

った計画はできないと。とにかく困っているんですと。すぐ訪問してくださ

いというようなお話がありまして、自治会長さんも大変な思いをしているこ

とを感じました。 

 訪問当日、１カ所は６０％、ある１カ所は４７％の在宅でした。皆さん、

比較的快く迎えてくださいまして、わずかな時間でしたがお顔を見てのお話

ができて、「包括のポストカードは電話のところに張っておきます」と、私た

ちもちょっとほっとするような場面もありました。 

 今後もさらに包括の周知を図りまして、適切なときに適切なサービスが受

けられるよう、今後も進めていって、孤立の防止を図っていきたいと思って

おります。 

 そんなことがありまして、今年度、高齢者地域自立支援ネットワーク会議

を、１月に「地域を支える」というテーマで開催し、なぜ孤立してしまうの

か、個人情報の扱いなど、活発な意見交換が行われましたので、その内容を

担当からご報告します。 

（高橋主任ケアマネ）ひがし包括支援センターの高橋です。よろしくお願い

いたします。今の話に引き続きまして、来年度の事業計画というところでお

話をしていきたいと思っております。 

 やはり、孤立という問題が昨今注目されております。そういった部分を未

然に防ぐためにも、やはり地域との連携というところを考えていきたいと思

っております。資料に基づいてのご説明ではないのですが、都営住宅の全戸

訪問を通じまして、各自治会との個別のつながりはできてまいりました。た

だ、今、山岸の話にもありましたとおり、自治会の会長さんからも、ほかの

自治会ではどんなふうにやっているのか、自治会の中だけで答えが出ない問

題もかなり多く出ている現状を認識しております。 

 そういったことから、来年度に向けましては、個別の自治会とのつながり

も大切にしていきながら、数多くある地域の自治会との横のつながり、例え

ばＡという自治会、Ｂという自治会があるのですが、ＡとＢの自治会を、い

かに情報交換できる場をつくっていけるのか、そんなことを考えていきなが

ら、来年度、ネットワークのほうをつくっていきたいと思っております。 

 ことしの１月にネットワーク会議をした際に、自治会長の方からも、自治
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会の中でちょっと気になる高齢者がいるんだと。ただ、昔のように緊密な近

所づき合いはできていない。どのタイミングでどういうふうに声をかけてい

いのかわからないんだと。その中で、ほかの自治会でいい取り組みがあるの

であれば教えてもらいたいんだと。ただ、自治会同士のそのつながりがない

んだ、というお話が、やはり切なお話としてございました。 

 そういった声を受けながら、私ども包括支援センターとしては、そういっ

た個と個をつないでいく役割というものもとても重要ではないのかなと考え

ております。 

 今、高齢者地域自立支援ネットワークを年に２回から３回開催しておりま

すが、そういった機会をつくっていきながら、さらなる高齢者が自立した生

活をできる働きかけを行っていければと思います。特に来年度に関しまして

は、孤立という問題、孤立をどう防いでいくのか、そういったことを中心に

していきながら、ネットワーク会議のほうをつくっていきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

（鈴木施設長）私のほうからは、予算のほうをご説明させていただきます。

私は特別養護老人ホームつきみの園の施設長をしております鈴木由香でござ

います。私どものつきみの園グループの中に小金井市ひがし地域包括支援セ

ンターもございますので、その関係で私のほうが説明をさせていただきます。 

 お手元の資料４の１０ページになります。こちらのほうが収支の総括表で

ございます。 

 収入の部分におきましては、前の２つの包括支援センターと同じように、

１、２、３は委託の収入でございます。３番目は直営部分、４番目は委託部

分の新予防給付プランの収入の金額でございます。あと５番目は収支の経理

区分間の収入繰入でございます。合わせまして３,４８１万３,０００円にな

ります。 

 支出のほうでございますが、人件費は自然増の５人分ということで、昨年

からの自然増を加えております。その他、維持費等を含めまして、同じよう

に支出合計額は３,４８１万３,０００円でございます。 

 １１ページにおきましては、その支出に関する内訳が記載されております

ので、後ほどゆっくりごらんになっていただければと思います。 

 １２ページ、１３ページは、２４年度の事業計画でございますが、こちら

に載せてある数字でございますが、２３年度の見込みから出した数字でござ
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いますので、若干、先ほどご説明がありましたように、集計基準が変わると

いうことですから、実際にこの基準が多少変わってくる可能性がございます

が、２２年度を再度見直すということは行いませんので、この数字で挙げさ

せていただいております。 

 中身といたしましてはほぼ変わらず行っていきますが、営業時間といいま

すか、実施日・時間の中で、こちらには詳しく書いてございませんが、私ど

ものつきみの園グループで、２４年度どうやって事業を運営していこうと考

えたときに、年末・年始が、私どもの基準では１２月２９日から１月３日ま

で、今年でいうと６日間ぐらいお休みをいただいた形になりました。それで

はやはり地域の皆様の支えとなるには不足しているだろうと考えまして、職

員と話し合いまして、たった２日ですが、３１日から１月３日という形に変

更を、２４年度からグループ全体としてさせていただくことになりました。 

 ただし、２４年度は３０日が日曜日でございますので、そこは出勤になり

ませんが、その２９、３０を土曜日の体制ということで１名の出勤というこ

とで、微力ながら地域を支えるという形で運営させていただくことが変化と

なりました。 

 以上でございます。 

（篠田委員長）それでは、にし、お願いいたします。 

（久野管理者）にし地域包括支援センター、久野と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 私のほうからは、きょう、まず２３年度の１月までの事業報告と、その後、

こちらにおります社会福祉協議会地域支援係係長のほうから予算のお話をさ

せていただき、最後に戻りまして私のほうから２４年度の事業計画という形

で説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 まず、お手元の資料からまいりますと、資料３のにし包括支援センターの

ところは３３ページから４０ページになります。 

 この場に伺う前に、事前に、去年立ててきた２３年度の事業計画のほうを

確認して、この場に参りました。２３年度当初事業計画のところで、まず１

番目、様式１の総合相談ですが、件数を３,５００件というふうに掲げてきた

かと思います。総合相談の目標件数です。これを見ていただくとわかるよう

に、今年度の新規の方が約１,０００人弱いらっしゃいますし、１月末時点で

すが、合計も２,７８８件ということで、かなりもう、この時点で総合相談の

件数も当初の目標を超えてしまったかなと考えております。 
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 にし地域包括支援センターは、平成２０年１０月からスタートしておりま

すので、ほかの３包括より少し短い期間で運営させていただいておりますが、

３年半ぐらいたちまして、地域に根づいてきたという印象を受けております。

以前は市役所のほうから、「こんな相談があって」ということで連絡が来たケ

ースが多かったのですが、最近は、後でご報告しますが、じかに包括のほう

に連絡が来たりするような形になってきております。そのあたりもまた後で

ご報告いたします。 

 ほかに、ポイントだけご報告をさせていただくのですが、虐待等の報告に

入りますが、虐待については、去年、事業計画のところでは５０件ぐらいの

相談があるかなと踏んでおりましたが、実際はもっと少ない件数になったと

思っております。というのは、この間、虐待の疑いの通報をダイレクトに受

けることが多くなってきておりまして、その分早目に実態把握に入れるよう

な形がとれてきています。それで、ある程度早目に分離をさせていただいた

りするので、その後の相談件数という形にはならないので、虐待は多くない

に越したことはないので、思ったほどの数は出ていない形になって、最終的

には年度末でご報告できるかと思います。 

 あと、新予防給付のケアマネジメントです。いわゆる、ここでいいますと

３６ページになるのですが、これは要支援１、２の方たちへのケアプラン作

成というものです。これも大体１,５００件ぐらいかなと思って目標を掲げて

きておりまして、大体今、総数が１,４３８件になっていますので、結構もう

近づきつつあるということで、本来ですと、あまりこういったケアプランと

いうよりは、社会資源をうまく使ってその方の生活を支えていきたいと考え

ておりますが、なかなかそういった代替のサービスも難しかったりするので、

こういった形で件数が増えているのかなと解釈しております。 

 先ほど少し触れた件で、ことしの１月に、ある集合住宅で、立て続けに２

件、いわゆる孤独死ということをこの正月は経験いたしました。それは、具

体的にはなかなか申し上げにくいのですが、新聞がたまっているというよう

な通報がご近所の方から包括のほうにあったといった形で、２件とも、新聞

のたまりということでご近所の方が気づいてくださって通報をくださいまし

た。いろいろと、かぎの問題とか親族の方と連絡がとれないとか、いろいろ

な問題もありましたが、結局は死後何日かたって発見したという形になって

しまいました。 

 そういったことを受けて、来年度の事業計画のところは、予算の説明の後
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でもう一度報告したいと思います。 

（室岡地域支援係長）にし地域包括支援センターの室岡でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、２４年度の予算についてご説明をさせていただきます。資料４

の１４、１５ページでございます。よろしくお願いいたします。 

 収入でございますが、各委託料のほか、私どもではセンター設置費として

補助金をいただいている関係で、３３５万４,０００円という額を計上させて

いただいております。予防プランに関しましては、２月末現在、１４６件の

ケースから換算いたしまして出させていただいている数字でございまして、

収入合計が３,５６４万１,０００円という額でございます。 

 支出に関しましては、職員５名分、２,５４６万７,０００円の額でござい

まして、今年度の支出の特徴といたしましては、ここで１年たちましたが、

東日本大震災を受けまして、包括支援センターで使っているパソコンのシス

テムのバックアップ、保存部分を業者委託させていただいたというところで

の新システム変更というところで、事務費のほうが１００万ほど多目にかか

っている――リース料になります――部分で、バックアップ、名簿の喪失で

あるとかいうところを防ぎたいという思いから、そのようにさせていただい

ている次第でございます。その関係で事務費が増えているというところが特

徴でございます。 

 あと大きく変更はございませんで、支出合計が３,５６４万１,０００円と

いう額で計上して予算を立てさせていただいております。 

 以上でございます。 

（久野管理者）少し前後してしまいますが、２４年度の事業計画を、にし包

括支援センターの久野です。ご説明させていただきたいと思います。 

 お手元の資料では資料４の１６ページから１８ページになりますが、基本

的には運営指針がありましたが、基本方針としては今まであまり変わりはな

いのですが、先ほどの２３年度のご報告の中でも少し申し上げました、孤独

死というものを経験いたしましたので、１６ページの基本方針の中に③とい

うところで、地域の高齢者などが自由に集まれる場所づくりなどにも努力し

ますという項目を一つ立ち上げました。 

 これはどういったことかと申しますと、具体的な話になるのですが、元気

な高齢者の方であっても、別に若い方でも、だれが来ても構わないというよ

うな、自由に皆さんが集える場というものをこちらのほうでつくりたいと思
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っています。そうする中で、お互いがお互いを見守りし合うような関係がで

きればなと考えています。 

 具体的には、今回、使える場所の関係もありますので、今考えているのは

集合住宅の集会施設を定期的に利用して、まずは月１回という形でいいと思

っているのですが、さくら体操、ご当地体操ということでさくら体操を流す、

ＤＶＤを流す。ＤＶＤの機材も包括で購入し、それを持ち込むという形で、

包括のほうの主導型にして、まずは集会施設を使って集合場所をつくるとい

うことを考えています。その中で、月一ぐらいからまず始めるのですが、い

ずれもう少し回数が増えていって、皆さん同士が見守りし合える場ができれ

ばと考えています。 

 その立ち上げに当たって、私たち包括職員は約５名しかおりません。ほか

の業務も多々ありますので、こればかりに２４年度、力を注ぐわけにはいき

ませんので、地域の力となってくださるファシリテーターという方がいらっ

しゃるんです。これは簡単に言うと住民参加型のまちづくりに協力してくだ

さるような、そういった研修を受けた方たちです。こういった方たちのご協

力を得ながら、２４年度、やっていきたいなと考えています。 

 このことが２４年度に大きく変わるところで、ほかはお手元の資料のほう

でご参照いただければと思います。 

 以上です。 

（篠田委員長）４包括の事業報告、会計報告が終わりましたが、ほんとうに

大変な仕事を御苦労さまです。 

 資料３、４につきまして、４包括に対しご質問をお受けしますが、何かご

ざいますでしょうか。 

（浜本委員）ちょっとへんてこりんな質問で申しわけないのですが、各セン

ターからのいろいろとご説明はほんとうにわかりやすく、いろいろな課題な

り問題点があったのですが、地域包括支援センターの全体の問題として、私、

いつも頭にひっかかっているのですが、地域包括支援センターのそもそもの

包括的支援事業というのはどういうものであるかと考えてみた場合、ちょっ

と取っかかりとして、東京の地域ケアを推進する会議の報告書にあるのです

が、その中で、「地域包括支援センターの役割と活用」というくだりがありま

して、ちょっと読んでみますと、「現状では地域包括支援センターに寄せられ

る期待が大きく、業務内容も高齢者に係る既存・新規のほとんどの業務が包

括化される傾向が強まってきている。そのため、地域包括支援センターに多
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くの事業実施が求められ、本来の役割である包括的支援事業が十分に行われ

ていない」と。ここで言う包括的支援事業というのは具体的に何なのかとい

うことがちょっとよくわからなくて、いつもひっかかっているのですが。 

 例えば事業計画の中で、今回は１から９までございますね。そのうち、本

来的支援事業とそうでない支援事業なんですが。 

（篠田委員長）事務局、説明をお願いいたします。 

（包括支援係長）包括支援係の本木でございます。今、浜本委員からござい

ましたご質問についてお答えいたします。 

 まず、包括的支援事業というものは、１８年の改正がございましたときに、

地域支援事業というものが創設されました。地域支援事業というものは、地

域の高齢者を支えるために新しく立ち上げた事業でございます。その中の１

つに包括的支援事業というものが位置づけられておりまして、これは市町村

必須の事業でございます。それ以外にも任意事業などがございますが、包括

的支援事業イコール地域包括支援センター業務全体を指しているということ

がまず１点ございます。 

 先ほども申し上げましたが、包括的支援事業イコール地域包括支援センタ

ー業務ということで、４本柱、何度も出てきております総合相談支援、介護

予防ケアマネジメント、包括的・継続的ケアマネジメント、虐待の防止・早

期発見、権利擁護、この４つが必ずやらなければならないというふうに定め

られていることでございます。そのことが、実績報告の中で１番から９番と

いう形でそれぞれ掲示をされているところでございます。 

 ただ、それ以外につきましても、認知症サポーター養成講座やさくら体操

の支援といったものが小金井独自に、ほかの自治体でも取り組んでいるとこ

ろではございますが、プラスアルファというところで実績として積み上げて

きたという位置づけになっております。 

 ですから、包括的支援事業イコール、全体的に地域で高齢者を支えるとい

ったところの事業ということでございます。 

（篠田委員長）よろしゅうございますか。 

（浜本委員）時間もないようですから結構です。 

（篠田委員長）４つに含めて、いわゆる附随しているものが、小金井方式を

つくっていこうという、市川先生を中心にやってきたものであって、これが

どんどん発展していくのだと思いますので、皆さんのご協力をお願いしたい

と思います。 
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 そのほか、どうぞ。 

（恩田委員）恩田です。すみません、お時間がないのに４点ほどあります。

なるべく手短にお聞きしたいと思います。 

 まず１点目、先ほどきた包括の松嶋さんのほうから、かなり業務は大変な

のでポイントを絞った対応をされているとか、なるべく今後、必要度の高い

ものについて対応していくといったお話があったと思うのですが、すごくお

忙しいのはわかっていますし、限られた予算で限られた人数で対応している

というのはわかるのですが、言葉の問題かもしれないのですが、やはりそう

いう言い方をされてしまうと、効率よくやっていくということなのかなとい

うふうに、ちょっと私は聞こえてしまいまして。 

 あくまでも、包括の仕事は人相手ですので、効率を求めてしまうとどうし

ても抜けていってしまうものがあるような気がしますので、そういったお気

持ちはないとは思うのですが、ちょっとやはり言葉の使い方を考えていただ

けたらなと思います。 

 ２点目ですが、ひがし包括の山岸さんのほうから、ターミナル期の方への

対応というお話がありまして、ベッドのレンタルとか認定について、何とか

早く対応できるようにしてほしいというご意見があったのですが、ほんとう

に、ターミナル期の方に実際訪問しますと、とにかく、もう１分１秒でも急

がなければいけないんですよね。対応をどんどん早くしていかなければいけ

ない。 

 以前、私は全体会のときにも市の方にお願いしたのですが、やはりターミ

ナル期の方で、住宅改修を急がなければというときに、市の窓口に行きまし

たら、順番ですから順番は変えられませんと言われてしまったというお話を

させていただいたのですが、ターミナル期については、やはり早く対応でき

るように、何とか考えていただければと、これはお願いです。 

 ３点目ですが、にし包括の久野さんからの報告で、虐待について、早目に

実態把握をしているというお話があったのですが、これはちょっと具体的に。

すごくいいなと思ったので、こうやって早目に実態把握ができると確かに虐

待は防げるなと思ったので、具体的にどういったことをされているかをお聞

かせいただければと思います。 

 それと４点目は、これは市へのお願いですが、きょうの話し合いとはちょ

っとずれてしまうかもしれないのですが、よりよいサービスをご利用者に提

供するという観点からはずれていないと思うので市にお願いなのですが、先
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日、４月から介護保険の改定があるということで、市からの説明会があった

のですが、その説明会の資料、各事業者への介護保険改定の説明会の資料が、

１枚の紙ぺらで厚生労働省のホームページのアドレスが書かれていて、ここ

から資料をごらんくださいという説明があったんです。 

 後で、ちょっとこれはひどいんじゃないですかと言ったら、資料が膨大で

すからとても全部はとれませんというお話だったのですが、他市で介護保険

の改定の説明会をするときというのは、必ず市のほうで、どういった資料を

サービス事業者に求めているのかというのをちゃんと把握して、必要なとこ

ろをまとめて１冊の冊子にして配っているんです。私たちは、ケアマネージ

ャーとか介護保険のサービス事業者というのは、その資料をもとにしてご利

用者さんに説明をしています。ちょっとこの資料はひどいんじゃないかなと

思いましたので、申しわけないのですが３年後、改定のときはぜひご検討い

ただいて、もう少しきちんとした資料をいただければと思いますので、これ

もお願いです。 

 以上です。 

（篠田委員長）今のご質問のお答えを。 

（久野管理者）さっきの虐待の通報の件でお答えさせていただきます。にし

包括支援センターの久野と申します。 

 この間、何件か同じ方で、何人かの方に対しての虐待の通報があった中で、

そのうち１件、わかりやすいケースでご説明させていただきたいと思います。 

 事前に、ファーストコールがあったからといってすぐに入れるものではな

いけれども、ある程度ネットワークという形で、市なり医療機関とか薬局と

か、いろいろな自治会さんと顔の見える関係にしておくと、連絡もしてくだ

さりやすいところがあるので、そのあたりがやはり包括はこれからも努力し

ていかなければいけないところなのかなと思っています。 

（恩田委員）ありがとうございます。 

（篠田委員長）よろしゅうございますか。 

（介護福祉課長）介護福祉課長です。今、幾つかいただいた中で、私のほう

から総合的にお話とお願いをさせていただきたいと思います。 

 まずは１点目、効率化という言葉がちょっと、使い方がどうだったかとい

うお話がありました。これにつきましては、言葉の使い方というのはとても

大事な問題だと思います。それについてはご意見として承りたいと思います

が、地域包括支援センターの仕事だけではなくて、やはり事務的な仕事等も
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いっぱいございます。そういう中で、効率化を図っていくということは悪い

ことではなく、それによって市民の皆様へのサービスにかける時間が質のい

いものになるということはあると思いますので、そちらについては、必要な

部分での効率化を図っていきたいとお考えいただいていると、私のほうでは

理解をさせていただいているところですので、そのような形でご説明をさせ

ていただきます。 

 あとのご質問は、多分こちらの会でという形ではないかとは思いますが、

ターミナル期の対応につきましては、認定調査も含めて、その方の状況に応

じて至急な対応が必要だということはこちらも十分認識しているところです。

先日も、認定審査会の委員の方のご意見等でも、ターミナル期の対応につい

ての急ぎというのはご意見をいただいているところですので、他市の状況等

も確認をしながら対応していきたいと思っております。 

 また、最後の、介護保険関係の改定についてのご意見をいただきました。

こちらにつきましては、十分意見としていただきまして、今後の参考とさせ

ていただきたいところです。 

 あと、今、いろいろな質疑の中で、例えば虐待にかかわる部分等、事前に

お話ししているとおりに、この会議の内容については議事録として残ってい

く部分がございます。個別の細かい内容については、あまり書面で公開され

るという部分にはそぐわない部分があるかと思いますので、そこにつきまし

ては事務局のほうで委員長とご相談させていただきながら割愛をさせていた

だく部分があるということを、一定ご理解いただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

（篠田委員長）よろしゅうございますか。 

（恩田委員）ありがとうございました。 

（篠田委員長）ほかにご質問ございますか。 

（松嶋管理者）きた包括支援センターの松嶋です。恩田委員の最初の質問に

ついて、今、課長からも発言をいただいたところですが、大事なことですの

で一言発言させていただければと思います。 

 表現の仕方などについて不十分な点があったかと思います。それは謝罪い

たします。でもこれは、誤解されているかなと思いますので訂正ですが、私

の申し上げましたことは、課長も言っているとおり、事務作業についての効

率化ということでして、例えば予防プランの方については、私どもは電話を
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かけて、「サービスを使いますか」というようなことをお聞きしていたのです

が、それはちょっとどうなんだろう、必要なことだろうか。あとは、二次予

防事業対象者の方についても、ダイレクトメールをお送りしているのですが、

反応があまりないので、これはほんとうに文字どおり、効率的なのかどうか。

それを違うことに変えていこうといった意味です。対人援助について、ご利

用者の方、相談者の方、市民の方に対して、効率化というようなことを掲げ

て相談を短くするとか、そういったことではありませんので、念のため申し

添えます。 

（篠田委員長）よろしゅうございますか。 

（恩田委員）はい。 

（篠田委員長）時間の関係で、今後３年間、またいろいろなケースを検討し

ながら、３年後をめどに新しいものをつくっていきたいと思うのですが、現

場の声を十分吸い上げましてやっていきたいと思います。 

 ほかにご質問がないようでしたら、きょうの会議を終わりたいと思うので

すが、最後に介護福祉課長から一言お願いいたします。 

（包括支援係長）すみません、包括支援係の本木です。時間が押し迫ってい

る中で申しわけないのですが、先ほどの浜本委員へのご説明のところで、も

う１回追加でお願いいたします。 

 ４大業務のところが、指針の中のどこに落とし込んでいるかというところ

だけご説明いたします。 

 まず１つ目が、資料２の基本指針の３ページに、総合相談支援業務、これ

がまず１つ目です。そして４ページの３、権利擁護業務、これが２本目です。

そして４、包括的・継続的ケアマネジメント業務、これが３本目になります。

そして５ページの５、介護予防ケアマネジメント業務。これが４大業務とい

うことで、指針の中に落とし込んでいる部分になりますので、よろしくお願

いいたします。 

（篠田委員長）それでは、最後のごあいさつと今後の予定をお願いいたしま

す。 

（介護福祉課長）すみません、その前に１点訂正をさせていただければと思

います。 

 先ほど、にし包括支援センターの更新時期についてのご質問があったと思

います。そちらについて、開設が２０年１０月ということですので、６年後

になりますので、２６年１０月までには、このような形で更新の手続をさせ
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ていただくような形になるかと思います。 

 それと、本日、とてもたくさんのお話をさせていただきましたが、その中

で、今ありました地域包括支援センターの基本指針・運営指針につきまして、

こちらのほうは一定、本日お示しした内容でご了解いただけたということで

よろしいかと思っているところです。 

 ただ、こちらについては、まず最初に文書化したものでございます。本日

いただいた意見等も含めまして、多少の手直しを考えるところもあるかと思

いますので、それを踏まえまして最終的な形にさせていただきたいと思って

おりますし、また今後、内容について不具合等、気がついた点がありました

ら、またその都度訂正等についても考えていきたいと思っているところです。 

 それでは、今後の予定ですが、今年度の地域包括支援センターに関する運

営協議会のほうは最後になります。また来年度につきまして、時期的なもの

は配慮しながら実施をさせていただきたいと考えているところです。 

 また、１点ご報告ですが、介護運営協議会のほう、また計画の策定委員会

の委員の皆様のご意見を賜りまして市でつくっております地域保健福祉総合

計画、またその中の個別計画であります介護保険高齢者福祉総合事業計画に

つきましては、３月末をめどに、今、最終的な調整をしているところです。

計画自体が冊子になりましたら、できるだけ早い時期に皆様のほうにお渡し

できるように考えておりますので、もう少々お時間をいただくところでござ

います。よろしくお願いいたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

（篠田委員長）ありがとうございました。 

 

閉  会 午前１１時４３分 


